
資料２－３ 

 

行政事業レビュー公開プロセス上の留意点について（令和５年４月１８日事務連絡）（抄） 

 

内閣官房行政改革推進本部事務局 

 

公開プロセスに参加する外部有識者のみなさまへ 

特にお願いしたい事項 

 

○ 本年３月、行政事業レビューにＥＢＰＭの手法を取り入れ、よ

り効果的な政策の立案に活かせるよう、抜本的な見直しを行いま

した（次ページ参照）。 

○ この一環として、本年度から外部有識者点検を行政事業レビュ

ーでＥＢＰＭを実践するという観点から実施することとし、公開

プロセスにおいても、事業の性質に応じて柔軟に議論を行えるよ

う、従来行っていた４つの区分による判定を廃止する等の見直し

を行いました。 

○ 御参加いただく外部有識者の方々には、この趣旨をご理解いた

だき、公開プロセス対象事業について、 

・「アウトカムが適切に設定されているか」 

・「事業の進捗や効果について成果目標に照らした点検及び改善

が行われているか」など 

ＥＢＰＭの手法を活用して事業の質を上げていくための「改善

策」を御議論いただくとともに、ご担当いただく府省庁が所管す

る他の事業へＥＢＰＭ手法を波及させていくためにはどうしたら

よいかという観点からの御議論をお願いいたします。 
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